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第1章はじめに

　道路運送事業の規制緩和が施行され、不採算路線を多く抱える過疎地域では、バス事業

者の撤退が加速することが懸念されている。路線を維持するにしても、多くの自治体は厳

しい財政事情の下で多額の補助を余儀なくされ、今後いかにして生活交通を確保するかと

いう問題に苦慮している。このような状況の下、過疎地域の住民も、路線バスあるいはそ

れに代わる生活交通サービスを確保するためには、それなりの努力が必要だという自覚を

持たざるを得ない状況となっている。

　路線バスは多くの地域で生活交通サービスの中心的役割を担っており、地域住民の意識

も、まず路線バスの維持・充実に向けられるが、住民自身は生活交通サービスの調達技術

を持っていないのが一般的であるため、バスサービスを確保しようとする努力が必ずしも

成果につながらない。これは、路線バスというものが沿線地域の“住民全体”に対してサ

ービスを提供するという特性を持っているのに対し、住民が知り得るのは自己の交通二一

ズのみであり、地域全体の交通二一ズを知り得ないということ、地域全体の交通二一ズが

わかったとして、それを充足するための生活交通サービスを具体的にどのようなものにす

ればいいのかよくわからないこと、バスサービスの内容とそれを調達するための負担とが

どのような関係になっているのかが不明であること、などの支障が存在するためと推察さ

れる。とすれば、二れらの支障を回避する手だてを講じれば、住民による生活交通サービ

スの選択や自己調達の一助になるのではないだろうか。

　本研究は、このような認識に基づき、地域が本当に必要とする生活交通サービスとは何

かを住民自身が考え、自治体の支援を受けながら、自らが主体的に維持可能な生活交通シ

ステムをデザインする仕組みを構築することを目的に、学際的視点から検討を行ったもの

である。

　先行研究となる平成12年度H296プロジェクトr過疎地域における生活交通サービスの

提供方策に関する検討」りでは、まず、路線バスによる生活交通サービスの提供に焦点を

絞って、理論と実証の両面から研究を進めた。二こでは、最寄りの都市での活動可能性に

着目して作成した「住民の交通二一ズの簡易調査法」を用いて、住民属性ごとに行動パタ

ーンは大きく異なるものの、各パターンの中では比較的共通した移動二一ズが認められる

等いくっかの知見を見出すとともに、移動二一ズの充足度を運行ダイヤと関連づけて評価

する方法を開発し、簡便な調査のみで路線バスによる生活交通サービスの提供水準を把握

する方法論を構築した。

　平成B年度H385プロジェクトr過疎地域における生活交通サービスの提供システムに

関する研究」2）では、地域の特性と実状に即した生活交通サービスを維持可能な形で提供

しうるしくみを構築するため、特に「コミュニティによるサービスの自己調達」という観

点から検討を加えた。住民主体の公共サービス提供の意義、路線バスサービスの自己調達
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に関する過疎地域の優位性、自発的供給の可能性等に関する検討と、バスサービスの自己

調達に関わる先進地域の事例調査を行った。また、維持可能なシステムを構築するために

は、運行形態やコスト負担に関する選択を避けて通ることができないため、12年度に構築

した方法論を、バスダイヤ、運行形態、運賃負担等を考慮することのできるr総合的な利

便性評価法」へと拡張した。

　最終年度にあたる今年度の研究では、過去2年間の研究成果をバスサービスの自己調達

につなげるため、提案した手法の実用化と供給側の分析に焦点を絞って研究を行った。ま

た、全体的な検討フレームを明確にするため、バスサービスに関わる諸要素相互間の関連

を整理し、提案した種々の手法相互の位置づけを明らかにした。

　以下、第2章では、昨年度までに構築した住民による生活交通サービス調達のための検

討フレームを住民自らが使いこなせるものとすべく、個々の住民の利便性を評価するモデ

ルを組み込んだ対話型ソフトウェアを開発し、それを用いて住民が地域全体の利便性を考

慮しながらサービスを検討するプロセスを支援するためのシステムを検討する。

　第3章では、一般の住民などを対象に上記支援システムの試行実験を行い、有用性を検

証するとともに、課題を整理する。

　第4章では、事業者の側に視点を移し、インタビューを通じて規制緩和の捉え方やサー

ビス提供に関わる事業者の関心事を抽出する。また、住民によるサービス調達に内在する

問題点をも明らかにする。

　第5章では、サービス調達のためのコストに関する検討を行う。利便性の高い生活交通

サービスを調達するには、それ相応のコストの負担が必要となる。この点について住民と

事業者の間で折り合いがとれなければ、サービスの調達は実現しない。しかし、運行費用

に関する知識を有しているのは一般に事業者のみであり、情報の非対称性が存在する。ま

た、サービス調達に必要なコストを把握しておくことは、住民が手に入れたいと考えるサ

ービスを選定するためにも欠かせない。そこで、調達しようとするバスサービスがどれだ

けのコストを必要とし、運賃にどのように反映されるかを、住民が比較的容易にアクセス

できる一1青報を用いて概算する方法を提案する。

　第6章では、地域特性、住民の交通二一ズ、サービス水準、路線バスの費用構造、補助

金、り一ジョナルミニマムといった諸要素からなるバスサービス需給問題の全体構造を「住

民の活動水準を軸とする検討フレーム」としてとりまとめ、提案した一連の手法の位置づ

けを明らかにする。

　第7章では、得られた知見をとりまとめ、研究の成果を整理するとともに残された課題

について述べる。

参考文献

1）（財）国際交通安全学会：「過疎地域における生活交通サービスの提供方策に関する検討」

　報告書，平成13年6月，
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2）（財）国際交通安全学会l　r過疎地域における生活交通サービスの提供システムに関する

　研究」報告書，平成14年6月．
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第2章バスサービス自己調達支援システムの開発

2．1　概説

　過疎地域における多くの地方自治体は生活交通の維持に関する問題に直面している。昨

今の逼迫した財政事情のもと、ある地域への交通サービスを断念せざるを得ない状況に至

った自治体があるのも事実であり、住民が自ら地域の交通を調達・確保しなければならな

い場面が見られるようになっている。

　国際交通安全学会りによれば、福島県の勿来地区において実際にこのような事態が生じ

たとの報告がある。そこでは、バス事業者の撤退表明を受けた自治体が、「バスの廃止を容

認するか」、「バスの維持・存続のために住民負担を受け入れるか」の二者択一を住民に求

めた。そこで、住民は、負担額は大き過ぎるとの判断を下し、独自で交通サービスの調達

を試みた。

　一般の住民は当然のことながら生活計画の専門家ではなく、生活交通サービスを自らで

調達した経験はこれまでにない。よって、生活交通サービスの計画・設計の技術面はもと

より、個々人が享受しているサービスの利便性が異なる中で、地域全体にとって利便性が

高い生活交通を集団で検討することは必ずしも容易ではない。

　これに対して、国際交通安全学会り、喜多ら2）は、生活交通サービスの利便性を評価す

るモデルを構築し、住民によるサービスの調達にも用いうる検討フレームを提案している。

しかし、住民が使いこなせるものとはなっていない。そこで以下では、個々の住民の利便

性を評価するモデルを組み込んだ対話型ソフトウェアを開発し、それを用いて住民が地域

全体の利便性を考慮しながらサービスを検討するプロセスを支援するためのシステムを検

討する。

2，2　自己調達支援システムの必要性とその構成要素の概要

2．2．1　支援システムの必要性

　地域住民の交通二一ズは住民自身がよく知っており、地域にとって望ましい生活交通を

つくりあげるためには、地域住民が当事者となってサービスの計画・設計に参画し、必要

なサービスを選択することが望ましい。このような考え方に基づいたバス事業の例は少な

くない。例えば、鈴鹿市のCバス3）は、徹底的に住民の声に耳を傾けてバスを計画するこ

とで、結果的に利用者を増やすことに成功している。このような取り組みには、熱心な行

政担当者やバス事業者など、バスの計画・設計に関するある程度のノウハウを持ち、生活

交通に情熱を傾けている人の参加が不可欠である。
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　しかし、住民自身が生活交通サービスを自己調達する場面において、そのような頼れる

外部の協力者が常に身近にいるとは限らず、むしろそのようなケースは稀であると言える。

よって、基本的には、庄民同士での話し合いにょり、調達すべきサービスを検討して合意

を模索することが必要である。それは、必ずしも容易な作業ではない。その理由としては、

住民が生活交通の計画・設計に関して、何ら技術的な知識を有していないということだけ

でなく、集団で話し合いを進めていくプロセスにおいても困難が待ちうけているためであ

る、すなわち、生活交通に関する自分の利便性は分かるが、それを他人に説明することが

難しい、他人の利便性が分からない、他人の利便性が分からないため地域全体の利便性も

分からない、これらが分かったとしても声を上げて発言することがはばかられるなど、よ

ほど有能な進行役がいないと対話は五里霧中の様相を呈してしまう危険性がある。

　そこで個々人の利便性を定量的に評価して目に見える形で示し、その情報を目安として

参照しつつ、サービスを代替的に検討して計画・設計していく道具が提案できれば、住民

同士の対話をベースとしたサービスの自己調達が円滑に行われるのではと考えられる。以

下では、この考え方に立脚し、既に開発されている生活交通サービスの利便性評価モデル

を組み込み、サービスの代替案を集団で検討するための対話型のソフトウェアを作成し、

それを用いて住民自らが生活交通サー，ビスを調達するための支援システムを構築する。

2．2．2　利便性の評価モデルの概要

　既往の研究1）・2）では、r住民が希望する生活活動をダイヤがどの程度充足するか」、r移

動手段の利用にどれだけのコスト（手間や時間）を要するか」という二つの観点に基づい

て、生活交通サービスの利便性を評価するモデルを開発している。以下ではその概要を整

理する。

　交通とは、異なる地点で希望する活動を行うための手段である。過疎地域においては、

住民が最寄りの都市へ出向く移動手段として、生活交通サービスを捉えることができる。

派生需要としての交通を評価する際には、本源需要、すなわち交通を利用した住民が目的

地でどのような活動を行い、どれだけ高い満足度が獲得できたかに着目する必要がある。

これは、「個人は制約条件の下で自らの効用（満足度）を最大化するように生活行動を行っ

ている」という効用最大化仮説に基づく生活行動モデル4）と同様の考え方である。国際交

通安全学会5）や喜多ら6）は、この考え方に基づき、一日の活動に費やす時間配分と待ち時

間に着目し、バスダイヤの利便性を定量的に評価するモデルを提案している。国際交通安

全学会1）や喜多らユ）は、そのモデルにr移動コスト」を加えることによって、特性の異な

る生活交通の利便性を評価できるモデルヘと拡張している。また、事例分析を行い、地域

にとって望ましい生活交通の検討例を示している。

2．2．3　サービス代替案の設計支援ソフトの概要
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　以下では、既往の研究Il渤において開発されている利便性評価モデルを用い、個々の住

民の生浩交通サービスに対する利便性を評価する。しかし、住民がそこでの理論モデルを

用いて利便性を評価することは困難であると考えられる。そこで、そのモデルをソフトウ

ェアに組み込み、必要最小限の情報を入力することで、各住民のサービスに対する利便性

を自動的に出力する道具とすることを試みる。

　さらに、そのソフトウェアの使い方のみではなく、自己調達を行うためにどのような住

民同士でどのように話し合いを進めるか、どのような内容を話し合う必要があるか、その

過程においてどのような点に留意すべきか、などを整理したマニュアルの骨子を整理する。

2，3　生活交通の利便性評価モデル

2．3．1　生活活動の充足性の評価

　既往の先行研究が指摘しているように、便数が極端に少ない過疎地域においては、便数

のみで生活交通サービスを評価することは不適切であり、利用者が希望する生活活動をダ

イヤがどれだけ充足しうるかに着目する必要がある。すると、効用理論に基づくと、この

考え方に立脚した利便性の評価は、当該のダイヤのもとで住民が獲得する効用水準によっ

て測ることができる。

　住民がある一目に獲得する効用は、個々の活動を行うことにより得られる効用の総和で

ある。ただし、拘束的活動（仕事や学校など必ず実施しなければならない活動）はダイヤ

がどのようであってもその活動に費やす時間は一般に一定であると考えられるため、選択

的活動（買い物や家事など実施を自由に選択できる活動〉を行って得られる効用のみを計

測すれば、異なるダイヤのもとでの個々人の利便性は十分評価できる。以上より、住民の

一目の効用関数は以下のように定式化することができる。

　　に
酢Σ畷
　　た∈κ1

（1）

嬉グループgの住民1がある活動パターンのもとで得られる一目の効用

g（＝1，2，＿，σ）1任意のグループ

’1任意の住民

意選択的活動の集合

κ（∈め二任意の選択的活動

3、々8：グループgの住民ごが選択的活動たを行ったことで得られる効用

　活動の継続時間を追加的に単位時間増やした場合に得られる効用、つまり限界効用は活

動の種類やグループによって異なる。そこで、選択的活動κの効用s農を、限界効用関数ノ
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を用いて次式のように定式化することができる。

∫冠蔑だ（’）4’
（2）

ただし、

　　　　　　が（り：グループgの住民’の活動削こ関する限界効用関数

　　　　　　r、丸91グループgの住民’の活動々の継続時間

である。

　選択的活動は多くの時間をそれに費やしたとしても、その活動により得られる効用は費

やした時問以上に大きくはならないと考えられる。すなわち、効用は時間の経過によって

逓減する。そこで、選択的活動κの限界効用関数を次式で与える。分母を～÷1とするのは

～→0で限界効用が無限大に発散するのを避けるためである。ただし、罐はパラメーターで

ある。

　　　α9だ（f）＝ユ
　　　‘＋1

（3）

以上のことから住民の一目の効用関数既、8は次式で与えられる。

　　　　ぱ　　タ
畷艦r4ご溜㎞（ご＋1） （4）

　住民が得る一目の効用は、設定されたダイヤによって異なる。ダイヤ4のもとでグルー

プ8の住民1が活動κに費やす時間をご、淑4）で表すと、ダイヤ4のもとでの活動パターンに

よって得られる効用乙‘、9（4）は次式で表される。

麗罫（の＝Lff（（壌（6」））た∈κ） （5）

　一目のうち、拘束的活動及び移動時間に割り当てられる時間を除いた時間を7ドで表すと、

選択的活動に費やすことのできる時間制約として次式を得る。

乃9一Σ緩
　　北∈κ

（6）

住民は上式の制約条件の下で効用瀦を最大化するように活動パターンを決定すると考

一7一











































































































































1〕鷺麟1雑瞬離雛護灘1紅、1．碁・、ξ、，。．．、。　　　　　　　　　　　　報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　灘，簾，蕪、難、，鷺懇　　　　　　　　’　議驚欝灘灘　　　　　　　　　　　　　　加　1　蜘物噸勲欝研究組織プロジェクトリーダー：喜多　秀行（鳥取大学工学部教授）メンバー1岡　　並木声1＝（評論家）岡野　行秀（創価大学経済学部教授〉小林　潔司（京都大学大学院工学研究科教授）谷本　圭志（鳥取大学工学部助教授）福山　　敬（東北大学大学院情報科学研究科助教授）松村みち子（タウンクリエイター代表）事務局：奈良坂　伸（財団法人国際交通安全学会）今泉　浩子（財団法人国際交通安全学会）　　　　　　（メンバーは50音順）肉平成14年12月7目に逝去されました【執筆担当1第1章、第4章、第6章、第2章、第3章、第5章第7章：喜多秀行　　　＝谷本圭志目　次第1章　はじめに第2章　　2．　　2．　　2．　　2　　2．　バスサービス自己調達支援システムの開発…・・一一1　概説・・2　自己調達支援システムの必要性とその構成要素の概要3　生活交通の利便性評価モデル・・…．4　自己調達の検討支援システムー…5　まとめ……・……第3章　自己調達支援システムの試行実験・…　　3，1　概説・・　　3．2　大学生を対象とした実験（実験1）・　　3．3　猪子地区の住民を対象とした実，験（実験2）　　3．4　課題の整理・甲…　…・　　3．5　まとめ……甲…一　　付録3．1　大学生を対象とした実験の会話録・一　　付録3．2　猪子地区の住民を対象とした実験の会話録…第4章　事業者から見た地方部の路線バスサービス　　4．1　概説・・　　4．2　ヒヤリングの内容…　　4．3　まとめ・…・……・・第5章　　5．　　5．　　5，　　5　　5，　生活交通サービス調達コストの試算モデル1　概説・・2　費用配賦方法の実際・3　費用配賦方法の公理分析・…・…・．4　事例分析・・一…’・”5　まとめ・一・一……・……・・一一第6章　　6，　　6，　　6，　　6　バスサービスの提供に係わる諸問題の関連構造1　概説一2　バスサービスに係わる要素間の相互関係…・3　サービス提供に係わる諸要素の関連構造…・．4　まとめ・一・……一第7章おわりにi444691416旦616181921222430303050515152535962646464687172第1章はじめに　道路運送事業の規制緩和が施行され、不採算路線を多く抱える過疎地域では、バス事業者の撤退が加速することが懸念されている。路線を維持するにしても、多くの自治体は厳しい財政事情の下で多額の補助を余儀なくされ、今後いかにして生活交通を確保するかという問題に苦慮している。このような状況の下、過疎地域の住民も、路線バスあるいはそれに代わる生活交通サービスを確保するためには、それなりの努力が必要だという自覚を持たざるを得ない状況となっている。　路線バスは多くの地域で生活交通サービスの中心的役割を担っており、地域住民の意識も、まず路線バスの維持・充実に向けられるが、住民自身は生活交通サービスの調達技術を持っていないのが一般的であるため、バスサービスを確保しようとする努力が必ずしも成果につながらない。これは、路線バスというものが沿線地域の“住民全体”に対してサービスを提供するという特性を持っているのに対し、住民が知り得るのは自己の交通二一ズのみであり、地域全体の交通二一ズを知り得ないということ、地域全体の交通二一ズがわかったとして、それを充足するための生活交通サービスを具体的にどのようなものにすればいいのかよくわからないこと、バスサービスの内容とそれを調達するための負担とがどのような関係になっているのかが不明であること、などの支障が存在するためと推察される。とすれば、二れらの支障を回避する手だてを講じれば、住民による生活交通サービスの選択や自己調達の一助になるのではないだろうか。　本研究は、このような認識に基づき、地域が本当に必要とする生活交通サービスとは何かを住民自身が考え、自治体の支援を受けながら、自らが主体的に維持可能な生活交通システムをデザインする仕組みを構築することを目的に、学際的視点から検討を行ったものである。　先行研究となる平成12年度H296プロジェクトr過疎地域における生活交通サービスの提供方策に関する検討」りでは、まず、路線バスによる生活交通サービスの提供に焦点を絞って、理論と実証の両面から研究を進めた。二こでは、最寄りの都市での活動可能性に着目して作成した「住民の交通二一ズの簡易調査法」を用いて、住民属性ごとに行動パターンは大きく異なるものの、各パターンの中では比較的共通した移動二一ズが認められる等いくっかの知見を見出すとともに、移動二一ズの充足度を運行ダイヤと関連づけて評価する方法を開発し、簡便な調査のみで路線バスによる生活交通サービスの提供水準を把握する方法論を構築した。　平成B年度H385プロジェクトr過疎地域における生活交通サービスの提供システムに関する研究」2）では、地域の特性と実状に即した生活交通サービスを維持可能な形で提供しうるしくみを構築するため、特に「コミュニティによるサービスの自己調達」という観点から検討を加えた。住民主体の公共サービス提供の意義、路線バスサービスの自己調達一1一に関する過疎地域の優位性、自発的供給の可能性等に関する検討と、バスサービスの自己調達に関わる先進地域の事例調査を行った。また、維持可能なシステムを構築するためには、運行形態やコスト負担に関する選択を避けて通ることができないため、12年度に構築した方法論を、バスダイヤ、運行形態、運賃負担等を考慮することのできるr総合的な利便性評価法」へと拡張した。　最終年度にあたる今年度の研究では、過去2年間の研究成果をバスサービスの自己調達につなげるため、提案した手法の実用化と供給側の分析に焦点を絞って研究を行った。また、全体的な検討フレームを明確にするため、バスサービスに関わる諸要素相互間の関連を整理し、提案した種々の手法相互の位置づけを明らかにした。　以下、第2章では、昨年度までに構築した住民による生活交通サービス調達のための検討フレームを住民自らが使いこなせるものとすべく、個々の住民の利便性を評価するモデルを組み込んだ対話型ソフトウェアを開発し、それを用いて住民が地域全体の利便性を考慮しながらサービスを検討するプロセスを支援するためのシステムを検討する。　第3章では、一般の住民などを対象に上記支援システムの試行実験を行い、有用性を検証するとともに、課題を整理する。　第4章では、事業者の側に視点を移し、インタビューを通じて規制緩和の捉え方やサービス提供に関わる事業者の関心事を抽出する。また、住民によるサービス調達に内在する問題点をも明らかにする。　第5章では、サービス調達のためのコストに関する検討を行う。利便性の高い生活交通サービスを調達するには、それ相応のコストの負担が必要となる。この点について住民と事業者の間で折り合いがとれなければ、サービスの調達は実現しない。しかし、運行費用に関する知識を有しているのは一般に事業者のみであり、情報の非対称性が存在する。また、サービス調達に必要なコストを把握しておくことは、住民が手に入れたいと考えるサービスを選定するためにも欠かせない。そこで、調達しようとするバスサービスがどれだけのコストを必要とし、運賃にどのように反映されるかを、住民が比較的容易にアクセスできる一1青報を用いて概算する方法を提案する。　第6章では、地域特性、住民の交通二一ズ、サービス水準、路線バスの費用構造、補助金、り一ジョナルミニマムといった諸要素からなるバスサービス需給問題の全体構造を「住民の活動水準を軸とする検討フレーム」としてとりまとめ、提案した一連の手法の位置づけを明らかにする。　第7章では、得られた知見をとりまとめ、研究の成果を整理するとともに残された課題について述べる。参考文献1）（財）国際交通安全学会：「過疎地域における生活交通サービスの提供方策に関する検討」　報告書，平成13年6月，一2一2）（財）国際交通安全学会l　r過疎地域における生活交通サービスの提供システムに関する　研究」報告書，平成14年6月．一3一第2章バスサービス自己調達支援システムの開発2．1　概説　過疎地域における多くの地方自治体は生活交通の維持に関する問題に直面している。昨今の逼迫した財政事情のもと、ある地域への交通サービスを断念せざるを得ない状況に至った自治体があるのも事実であり、住民が自ら地域の交通を調達・確保しなければならない場面が見られるようになっている。　国際交通安全学会りによれば、福島県の勿来地区において実際にこのような事態が生じたとの報告がある。そこでは、バス事業者の撤退表明を受けた自治体が、「バスの廃止を容認するか」、「バスの維持・存続のために住民負担を受け入れるか」の二者択一を住民に求めた。そこで、住民は、負担額は大き過ぎるとの判断を下し、独自で交通サービスの調達を試みた。　一般の住民は当然のことながら生活計画の専門家ではなく、生活交通サービスを自らで調達した経験はこれまでにない。よって、生活交通サービスの計画・設計の技術面はもとより、個々人が享受しているサービスの利便性が異なる中で、地域全体にとって利便性が高い生活交通を集団で検討することは必ずしも容易ではない。　これに対して、国際交通安全学会り、喜多ら2）は、生活交通サービスの利便性を評価するモデルを構築し、住民によるサービスの調達にも用いうる検討フレームを提案している。しかし、住民が使いこなせるものとはなっていない。そこで以下では、個々の住民の利便性を評価するモデルを組み込んだ対話型ソフトウェアを開発し、それを用いて住民が地域全体の利便性を考慮しながらサービスを検討するプロセスを支援するためのシステムを検討する。2，2　自己調達支援システムの必要性とその構成要素の概要2．2．1　支援システムの必要性　地域住民の交通二一ズは住民自身がよく知っており、地域にとって望ましい生活交通をつくりあげるためには、地域住民が当事者となってサービスの計画・設計に参画し、必要なサービスを選択することが望ましい。このような考え方に基づいたバス事業の例は少なくない。例えば、鈴鹿市のCバス3）は、徹底的に住民の声に耳を傾けてバスを計画することで、結果的に利用者を増やすことに成功している。このような取り組みには、熱心な行政担当者やバス事業者など、バスの計画・設計に関するある程度のノウハウを持ち、生活交通に情熱を傾けている人の参加が不可欠である。一4一　しかし、住民自身が生活交通サービスを自己調達する場面において、そのような頼れる外部の協力者が常に身近にいるとは限らず、むしろそのようなケースは稀であると言える。よって、基本的には、庄民同士での話し合いにょり、調達すべきサービスを検討して合意を模索することが必要である。それは、必ずしも容易な作業ではない。その理由としては、住民が生活交通の計画・設計に関して、何ら技術的な知識を有していないということだけでなく、集団で話し合いを進めていくプロセスにおいても困難が待ちうけているためである、すなわち、生活交通に関する自分の利便性は分かるが、それを他人に説明することが難しい、他人の利便性が分からない、他人の利便性が分からないため地域全体の利便性も分からない、これらが分かったとしても声を上げて発言することがはばかられるなど、よほど有能な進行役がいないと対話は五里霧中の様相を呈してしまう危険性がある。　そこで個々人の利便性を定量的に評価して目に見える形で示し、その情報を目安として参照しつつ、サービスを代替的に検討して計画・設計していく道具が提案できれば、住民同士の対話をベースとしたサービスの自己調達が円滑に行われるのではと考えられる。以下では、この考え方に立脚し、既に開発されている生活交通サービスの利便性評価モデルを組み込み、サービスの代替案を集団で検討するための対話型のソフトウェアを作成し、それを用いて住民自らが生活交通サー，ビスを調達するための支援システムを構築する。2．2．2　利便性の評価モデルの概要　既往の研究1）・2）では、r住民が希望する生活活動をダイヤがどの程度充足するか」、r移動手段の利用にどれだけのコスト（手間や時間）を要するか」という二つの観点に基づいて、生活交通サービスの利便性を評価するモデルを開発している。以下ではその概要を整理する。　交通とは、異なる地点で希望する活動を行うための手段である。過疎地域においては、住民が最寄りの都市へ出向く移動手段として、生活交通サービスを捉えることができる。派生需要としての交通を評価する際には、本源需要、すなわち交通を利用した住民が目的地でどのような活動を行い、どれだけ高い満足度が獲得できたかに着目する必要がある。これは、「個人は制約条件の下で自らの効用（満足度）を最大化するように生活行動を行っている」という効用最大化仮説に基づく生活行動モデル4）と同様の考え方である。国際交通安全学会5）や喜多ら6）は、この考え方に基づき、一日の活動に費やす時間配分と待ち時間に着目し、バスダイヤの利便性を定量的に評価するモデルを提案している。国際交通安全学会1）や喜多らユ）は、そのモデルにr移動コスト」を加えることによって、特性の異なる生活交通の利便性を評価できるモデルヘと拡張している。また、事例分析を行い、地域にとって望ましい生活交通の検討例を示している。2．2．3　サービス代替案の設計支援ソフトの概要一5・　以下では、既往の研究Il渤において開発されている利便性評価モデルを用い、個々の住民の生浩交通サービスに対する利便性を評価する。しかし、住民がそこでの理論モデルを用いて利便性を評価することは困難であると考えられる。そこで、そのモデルをソフトウェアに組み込み、必要最小限の情報を入力することで、各住民のサービスに対する利便性を自動的に出力する道具とすることを試みる。　さらに、そのソフトウェアの使い方のみではなく、自己調達を行うためにどのような住民同士でどのように話し合いを進めるか、どのような内容を話し合う必要があるか、その過程においてどのような点に留意すべきか、などを整理したマニュアルの骨子を整理する。2，3　生活交通の利便性評価モデル2．3．1　生活活動の充足性の評価　既往の先行研究が指摘しているように、便数が極端に少ない過疎地域においては、便数のみで生活交通サービスを評価することは不適切であり、利用者が希望する生活活動をダイヤがどれだけ充足しうるかに着目する必要がある。すると、効用理論に基づくと、この考え方に立脚した利便性の評価は、当該のダイヤのもとで住民が獲得する効用水準によって測ることができる。　住民がある一目に獲得する効用は、個々の活動を行うことにより得られる効用の総和である。ただし、拘束的活動（仕事や学校など必ず実施しなければならない活動）はダイヤがどのようであってもその活動に費やす時間は一般に一定であると考えられるため、選択的活動（買い物や家事など実施を自由に選択できる活動〉を行って得られる効用のみを計測すれば、異なるダイヤのもとでの個々人の利便性は十分評価できる。以上より、住民の一目の効用関数は以下のように定式化することができる。　　に酢Σ畷　　た∈κ1（1）嬉グループgの住民1がある活動パターンのもとで得られる一目の効用g（＝1，2，＿，σ）1任意のグループ’1任意の住民意選択的活動の集合κ（∈め二任意の選択的活動3、々8：グループgの住民ごが選択的活動たを行ったことで得られる効用　活動の継続時間を追加的に単位時間増やした場合に得られる効用、つまり限界効用は活動の種類やグループによって異なる。そこで、選択的活動κの効用s農を、限界効用関数ノ一6一を用いて次式のように定式化することができる。∫冠蔑だ（’）4’（2）ただし、　　　　　　が（り：グループgの住民’の活動削こ関する限界効用関数　　　　　　r、丸91グループgの住民’の活動々の継続時間である。　選択的活動は多くの時間をそれに費やしたとしても、その活動により得られる効用は費やした時問以上に大きくはならないと考えられる。すなわち、効用は時間の経過によって逓減する。そこで、選択的活動κの限界効用関数を次式で与える。分母を〜÷1とするのは〜→0で限界効用が無限大に発散するのを避けるためである。ただし、罐はパラメーターである。　　　α9だ（f）＝ユ　　　‘＋1（3）以上のことから住民の一目の効用関数既、8は次式で与えられる。　　　　ぱ　　タ畷艦r4ご溜�q（ご＋1）（4）　住民が得る一目の効用は、設定されたダイヤによって異なる。ダイヤ4のもとでグループ8の住民1が活動κに費やす時間をご、淑4）で表すと、ダイヤ4のもとでの活動パターンによって得られる効用乙‘、9（4）は次式で表される。麗罫（の＝Lff（（壌（6」））た∈κ）（5）　一目のうち、拘束的活動及び移動時間に割り当てられる時間を除いた時間を7ドで表すと、選択的活動に費やすことのできる時間制約として次式を得る。乃9一Σ緩　　北∈κ（6）住民は上式の制約条件の下で効用瀦を最大化するように活動パターンを決定すると考一7一

